
定例記者会見 令和６年２月２日（金） 

 場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

危機管理部 危機管理課 

（電話０５９－２２９－３２８１） 

危機管理課長 

濵地 秀幸 

 
津市地域防災計画を修正 

～令和６年能登半島地震の課題を反映～  

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



写真② 写真③

令和６年２月２日

写真①
令和５年度津市防災会議写真

～令和６年能登半島地震の課題を反映～

津市地域防災計画を修正



津市地域防災計画及び津市防災会議

津市防災会議津市地域防災計画

【所掌事務】

（津市防災会議に関する条例 第２条）

１ 津市地域防災計画を作成し、及びその実施を
推進すること

２ 市長の諮問に応じて本市の地域に係る防災
に関する重要事項を審議すること

３ 前号に規定する重要事項に関し、市長に
意見を述べること

４ 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに
基づく政令によりその権限に関する事務

【構成員】

・会長は、津市長

・委員は、三重河川国道事務所長、津地方気象
台長、陸上自衛隊第３３普通科連隊第１中隊長、
津及び津南警察署長など、国・県・市、ライフライ
ン事業者、防災関係機関の代表者及び学識経
験者で構成

防災活動を総合的かつ計画的に実施
することにより、市民の生命、身体及
び財産を災害から保護し、地域社会の
安全と市民福祉の確保を図る

防災に関して本市が処理すべき事項や本市域に係る公共団体
その他防災上重要な施設管理者の防災に関して処理すべき義
務等を記載

•平成２４・２５年度を災害対策集中期間と定め、徹底的に見直し
•その後も、国の防災基本計画の修正や、熊本地震・大阪北部地震
等、その時々に発生した課題へ対応し、社会情勢の変化に応じて
常に実情に合致させるため、毎年、防災会議を開催し、必要に応
じて随時修正

２ 構成

1 目的

風水害等対策編、震災対策編、津波対策編、資料編の４編

３ 内容

４ 近年の修正状況と修正の考え方



計画修正(案)作成までの流れ及び修正項目数

とりまとめ（８月～９月）

とりまとめ（１２月）

令和５年
４月～７月

• ４年度修正に対して、国の防災基本計画の修正や
新たな課題等を踏まえて、修正（案）を検討

令和５年
１０月～１１月

•修正（案）の内容を防災会議委員へ意見照会
・パブリックコメントの募集

令和６年
１月１日

令和６年能登半島地震が発生

令和６年
１月下旬

・令和６年能登半島地震の課題を整理し、修正（案）
の検討及びとりまとめを実施
・修正（案）が完成

１月３０日に開催された令和５年度津市防災会議において
令和５年度修正が決定

◼ 令和５年度計画修正（案）作成までの流れ ◼ 修正項目数

６０項目の増加

※( )内は令和６年能登半島地震
の課題を踏まえた修正項目数

４４項目

令和
４年度

令和
５年度※

風水害等
対策編

３５ ６３(１７)

震災対策編 ３８ ６３(２７)

津波対策編 ７ ９

資料編 ５０ ５５

合計 １３０ １９０(４４)



令和６年能登半島地震により浮き彫りとなった課題

R5.８月Ｒ５.８

課題２ 孤立集落への救援・支援物資等の配送が困難課題１ 道路の損壊や大規模渋滞に伴う緊急車両の到着遅延

課題３ 広範囲におよぶ断水の長期化 課題４ 木造住宅を中心とした建築物の倒壊



課題２ 孤立集落への救援・支援物資等の配送が困難

○被害状況の把握に努め、適切な迂回ルートの確保、必要
な交通規制の措置を実施するなどし、その情報を実働部
隊に迅速に伝達

令和６年能登半島地震を踏まえた修正①

【修正概要】
○緊急消防援助隊などの人命救助活動を担う実働部隊が、
迅速に活動が行えるよう、平時から大規模災害時の交通
機能の確保に向けた取組を推進

【今後の対応】

【出典：三重県緊急輸送道路ネットワーク計画】

○関係機関の出席による検討会を設置し、交通機能を確保
するための議論を予定

課題１ 道路の損壊や大規模渋滞に伴う緊急車両の到着遅延

○津市災害時受援計画に基づき、受援に重点を置いた図
上訓練、総合防災訓練を実施予定



令和６年能登半島地震を踏まえた修正②

【修正概要】

【今後の対応】

○浄水場などの施設や老朽化した管路の耐震
化を重点的に推進

○各配水区域間の連絡管整備や配水区域内
の管路ループ化を図ることにより、被災時の
バックアップ機能を強化

課題３ 広範囲に及ぶ断水の長期化

○災害による水道施設の破損に伴う水道水の
断水を最小限にとどめ、迅速かつ円滑な応急
復旧を図るため、管路の耐震化の加速化



令和６年能登半島地震を踏まえた修正③

【修正概要】

○「個人住宅の耐震化」、「家具等転倒防止対策」
の更なる促進

【今後の対応】

（財）消防科学総合センター
http://www.isad.or.jp

○耐震化を強く促進するため、木造住宅の所有者に
対して、更なる意識の啓発や情報提供を実施

○家具等の転倒防止対策等の重要性について、
専門的な知識を持った団体等とも連携し、様々な
機会を捉えて積極的に啓発

課題４ 木造住宅を中心とした建築物の倒壊



令和６年度は災害時受援計画を実践する訓練を実施

【スケジュール】

４月 大規模災害時における緊急車両通行ルート確保のため
の検討会を開催

５月 津市災害時受援計画に基づく、図上訓練を実施

１１月 津市災害時受援計画に基づく、総合防災訓練を実施

【令和５年度津市災害対策図上訓練】 【令和５年度津市総合防災訓練】



危機管理部危機管理課
〒514-8611 津市西丸之内23番1号

ＴＥＬ ：059-229-3281
ＦＡＸ ：059-223-6247

E‐Mail：229-3281@city.tsu.lg.jp

問い合わせ



定例記者会見 令和６年２月２日（金） 

 場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

消防本部 消防総務課 

（電話０５９－２５４－０３５３） 

消防政策担当副参事 

山口 滋人 

 
北消防署の移転整備が完了 

２月２６日から供用開始  

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



北消防署の移転整備が完了

２月２６日から供用開始

令和６年２月２日



集約化や支所庁舎の一部を活用した複合化、その他公共施設等の利活用をはじめ、国県等の補助制度や
有利な地方債制度の活用などにより、財政負担の軽減に努めながら計画的に整備

①
②

③

④⑤
⑥

消防署所の整備状況

② 河芸分署

河芸庁舎と複合化

④ 香良洲分遣所

香良洲庁舎と複合化

① 芸濃分署

芸濃庁舎と複合化

③ 美里分署

榊原分遣所と美里分遣所を統合

⑥ 南分署

現在地で建替

⑤ 一志分署

一志体育館隣接地を活用

№ 署所 竣工年月 事業費

① 芸濃分署 H20年3月 3,598万円

② 河芸分署 H22年2月 7,830万円

③ 美里分署 H23年2月 2億8,142万円

④ 香良洲分遣所 H24年3月 5,886万円

⑤ 一志分署 H28年3月 2億9,624万円

⑥ 南分署 H31年3月 4億1,839万円

計 11億6,919万円
市町村合併後



芸濃分署

◼ 署所の配置図

北部市民センター

北部運動広場

所在地 津市栗真中山町８１６番地２

竣工 昭和４９年４月 （築４９年）

概要

敷地面積：３,０９１.９９㎡
延床面積：７２５.８０㎡
構造：鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨）２階建

車両

水槽付消防ポンプ車：２台
高規格救急車 ：３台
資機材搬送車 ：１台
指揮広報車 ：１台
予防活動車 ：２台

人員
日勤者 ： ４人
隔日勤務者：２０人

(旧)北消防署

署

令和６年２月２日現在

• 庁舎の老朽化（雨漏りやひび割れ等）に加え、
仮眠室の個室化や女性用トイレ等の機能不足

• 津波被害予測など自然災害や大規模災害へ
の対応、その他周辺状況の改善（消防団）

国道23号や中勢バイパスなど主要な幹線道路
に比較的近傍な場所にあり、本市の北部
（河芸分署・芸濃分署管内を含む。）を管轄する
消防署として適正な位置に配置

（旧）北消防署の位置・概要と課題

美杉分署

美里分署

白山消防署 一志分署

西分署

安濃分署

河芸分署

中消防署

南分署

香良洲分遣署

北消防署

(旧)北消防署

三重武道館跡地
(新)北消防署

課題



整備までの主な経緯等

平成２４年８月

• 知事との１対１対談

平成２９年９月

• 津市産業・スポーツセンター供用開始

→ 武道館移転に伴う三重武道館閉館

• 第９回津市公共施設等総合管理計画推進会議
▶ 北消防署の整備について、三重武道館の跡地を活用することを決定

平成３０年９月 • 旧三重武道館の解体工事開始 （杭撤去工事と土壌調査等に時間を要した。）

令和３年６月～
５年

• 北消防署の整備
側溝設置工事、建築工事、電気設備工事、機械整備工事、造成工事等

令和６年２月 (新)北消防署完成

津市が整備中の屋内総合スポーツ施設の一部に三重武道館を
共同で移転整備し、運営もこれまでどおり共同で行うことを要望。
旧三重武道館跡地の利活用が可能に。

跡地利用
（旧）北消防署を解体後、跡地は
新たな訓練施設の整備に活用



(新）北消防署の配置

北部運動広場

北部市民センター

（新）北消防署

照明
照明（コンセント付）
緊急消防援助隊宿営スペース

県道草生窪田津線

（旧）北消防署



(新）北消防署の施設内レイアウト及び機能

事業費（概算） ８億７００万円 （財源）合併特例事業債 ６億８,６００万円
一般財源 １億２,１００万円

２階１階

女性用機能

消防団機能

新たな機能

救急消毒室 防火衣室 仮眠室（個室）

女性用トイレ 消防団車庫 仮眠室（個室） 消防団詰所

津波避難スペース

◼ 所 在 地 栗真中山町８１６番地６

◼ 敷地面積 ７,４３３.３９平方メートル （浸水対策 造成＋１ｍ）

◼ 延床面積 １,４５１.０５㎡（うち車庫部３７４㎡含む）

◼ 構 造 鉄骨造 ２階建て
屋上



老朽化・
機能不足・
環境改善

整備のポイント ～職員の声を聴き、整備に反映～

訓練・研修
スペース

・市民の方や事業所向けの救命講習等の訓練・研修スペースを整備
（約８０㎡）

大規模
災害対応

・津波避難ビルの機能を付加し、屋上に４３２人が避難できるスペースを確保
・敷地を約１ｍかさ上げし、浸水対策を実施
・大規模災害時の緊急消防援助隊の活動拠点（宿営場所）として位置づけ

連携強化
・他所で別々に分かれていた消防団の栗真分団詰所と車庫・水防倉庫を
(新)北消防署に併設し、連携を強化

その他
環境整備

・多目的トイレの整備
・来庁者用トイレの整備
・女性職員用の設備（専用スペース、仮眠室、トイレ、浴室）

・庁舎の老朽化に伴う不具合（雨漏りやひび割れなど）を新築により解消
・防火衣室、救急消毒室、狭隘な廊下等の機能不足を解消
・仮眠室の個室化による職場環境の改善



日 時 令和６年２月２６日(月) １０時～１０時３０分 ※受付 ９時３０分～

内 容 市長式辞、来賓祝辞、来賓紹介、テープカット

日 時 令和６年２月２３日(金・祝) １０時～正午

場 所 (新)北消防署（津市栗真中山町８１６番地６）

日 時 令和６年２月２６日(月) １１時～１１時３０分

場 所 (旧)北消防署（津市栗真中山町８１６番地２）

内 容 (旧)北消防署を活用した３市（津市・鈴鹿市・亀山市）合同消防訓練

参加者 ３市消防職員（約３０人）

内覧会・開署式・３市合同訓練

内覧会

開署式

３市合同訓練

３市合同は
初！（開署式終了後）



津市消防本部消防総務課

〒514-1101 
津市久居明神町2276番地
電話番号 059-254-0353
ファクス 059-254-7755
E-Mail 254-0351@city.tsu.lg.jp

問い合わせ



定例記者会見 令和６年２月２日（金） 

 場 所 庁議室 

事 務 担 当 課 

所   属 職・氏 名 

教育委員会事務局 教育総務課 
（電話０５９－２２９－３２９２） 

教育事務調整担当参事(兼) 

教育事務所調整担当参事・教育総務課長 
家城 覚 

 
令和６年２月１日策定 

津市の教育、学術及び文化の振興 

に関する総合的な施策の大綱 

〈令和６年度～令和９年度〉 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 
 



津市の教育、学術及び文化の振興
に関する総合的な施策の大綱

〈令和６年度～令和９年度〉

令和６年２月１日策定

令和６年２月２日



津市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱とは

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３の規定に基づき、
総合教育会議（市長と教育委員会で構成）での協議を経て市長が定めるもの

最初の教育大綱 〈平成２９年度～平成３１年度（令和元年度）〉

平成２９年１月策定

令和 ２ 年１月策定

現在の教育大綱 〈令和２年度～令和５年度〉

令和 ６ 年２月策定 新たな教育大綱 〈令和６年度～令和９年度〉

１ 教員が子どもたちと向き合う時間の確保
２ 組織的・機動的な学校経営
３ まち全体で子どもたちを支援する教育環境の整備

１ 教員が子どもたちと向き合う時間の確保
２ 組織体制の構築による信頼される学校づくり
３ 未来へとつながる教育・子育て環境の整備

３つの
着眼点

３つの
着眼点



令和５年５月１２日 第５２回総合教育会議

７月～ ８月 総合教育会議懇談会

（教育現場の声を直接お聴きし、現状や課題を把握）

１０月 ４日 第５３回総合教育会議

１１月２２日 第５４回総合教育会議

１２月２５日 第５５回総合教育会議

令和６年１月２９日 第５６回総合教育会議（教育大綱（案）について了承を得る）

小中学校長会、幼稚園長会、三教組津支部、津市ＰＴＡ連合会

１ 低所得のひとり親世帯 （約３，２００人）新たな教育大綱の策定までの経過

５回にわたる総合教育会議での協議



新たな教育大綱の特色①
５つの枠組みに分けて、それぞれ子どもたちを主体として、子どもたちを中心に据えた
教育の姿や、教育環境の整備、地域全体で子どもたちを支える体制づくり、幼児教育
の充実を書き、さらに教職員の立場に立って、やりがいを持って働ける学校の姿を示す

５つの枠組み

１ 子どもたち一人一人が主人公となる教育の推進

２ 教職員がやりがいを持って働くことができる学校づくり

５ 幼児教育の充実と公立幼稚園の果たすべき役割

４ 学校、家庭、地域がつながり、子どもたちを育んでいく体制づくり

３ 子どもたちがより良い学校生活を送るための教育環境の整備



新たな教育大綱の特色②

それぞれの「めざす姿」の実現に向けて何をすべきかを「取組」として記載

津市の教育に今、何が大切なのかについて着目し、津市の教育がこうあってほしい姿を
「めざす姿」として書き、その実現に向けて何をすべきかを「取組」として記載

◼ 子どもたちは、主体的な活動や体験を通して自己を発揮し、多様な人々と協働し、学
びに向かう力や自己肯定感等を身に付けています。

◼ 教職員は、子どもたちの成長に喜びを感じ、生き生きと子どもたちに向き合いながら、
やりがいを持って働いています。

◼ 学校では、子どもたちが安全・安心な生活を送れるよう、継続的かつ安定的に施設・
設備の整備が行われ、安定的かつ安全な学校給食の提供が行われています。

◼ 学校、家庭、地域は、子どもの成長を支えるという共通認識のもと、学校運営協議会
と地域学校協働本部が両輪となり、魅力ある学校づくりを推進しています。

◼ 全ての幼稚園・保育所・認定こども園は、子どもたち一人一人を丁寧に育み、保護者
の思いを受け止め、多様化する幼児教育へのニーズに応えています。

めざす姿の主なもの



新たな教育大綱の内容①

１ 子どもたち一人一人が主人公となる教育の推進

めざす姿 取 組

• 主体的な活動や体験を通して自己を発揮し、

学びに向かう力や自己肯定感等を身に付け

ています

• すべての教育活動において、子どもたちの自主的・自発的な活

動を大切にし、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた

取組の一層の推進

• 子どもたちが、ありのままの自分で安心して暮らせる仲間づくり、

学級づくり等の充実

• 多様な学びの環境のもと、一人一人のニー

ズに応じた学びを進めています

• 誰もが安心して学べる居場所となる魅力的な学校づくりの推進

• 一人一人のニーズに応じて、ＩＣＴを効果的に活用した授業づく

りや学びを支える環境の充実

• インクルーシブ教育のもと、誰もが安心して

学ぶことにより、個性や能力を発揮していま

す

• インクルーシブ教育システムを構築し、多様な学びの場におけ

る適切な指導と必要な支援の充実

• すべての教員が、特別支援教育の視点を持って対応できるよう

指導力及び対応力の向上をめざした取組の充実

• これまでの学びとＩＣＴを効果的に組み合わ

せた新しい時代の教育環境のもと、自分の

力や可能性を最大限に伸ばしています

• 個別最適な学びと協働的な学びを効果的に進めていくため、１

人１台タブレット端末や大型テレビ等のＩＣＴ機器を効果的に活

用した授業と家庭学習とを連動させた学習の推進



新たな教育大綱の内容②

２ 教職員がやりがいを持って働くことができる学校づくり

めざす姿 取 組

• 子どもたちの成長に喜びを感じ、生き

生きと子どもたちに向き合いながら、

やりがいを持って働いています

• ウェルビーイングの向上を図るため、一人一人の個

性の伸長を図る教育活動、及び学ぶ楽しさやわか

る喜びを実感できる授業づくりの推進

• 教員が担うべき業務に専念できる環境を確保する

ため、その他の業務を担う支援員等を増員するとと

もに、チームとしての対応の充実

• 子どもたちの主体的な学びを支える伴

走者として、多様な教育課題に対応

できる資質・能力の向上に努めていま

す

• 子どもや保護者との信頼関係が築ける学校体制の

強化

• 教職員一人一人が能力を発揮できる環境づくりを

行うとともに、ニーズに応じた研修会等のより一層

の充実



新たな教育大綱の内容③

３ 子どもたちがより良い学校生活を送るための教育環境の整備

めざす姿 取 組

• 継続的かつ安定的な学校施設・設備

の整備が行われ、安定的かつ安全な

学校給食の提供が行われています

• 長寿命化改修工事の実施やバリアフリー化への

取組

• 施設・設備の改修と保護者への物価高騰による給

食費支援

• 放課後児童クラブは、子どもたちの居

場所としての役割を果たすとともに、

子どもたちの成長を見守っています

• 安全・安心に過ごすことができる居場所の確保

• 公設民営の放課後児童クラブに対する改修整備の

継続（学校施設の空き教室の活用等）

• 放課後児童支援員等の確保、資質向上及び処遇

改善等の支援



新たな教育大綱の内容④

４ 学校、家庭、地域がつながり、子どもたちを育んでいく体制づくり

めざす姿 取 組

• 学校運営協議会と地域学校協働本

部が両輪となり、魅力ある学校づくり

を推進しています

• 地域全体で子どもたちの学びや育ちを支えるための

学校運営協議会の充実と、地域とともにある学校

づくりの推進

• 地域と学校をつなぐコーディネート機能の強化と、地

域の特色や資源を生かした地域学校協働本部の

体制づくり

• 学校、家庭、地域は、それぞれの役割

を担い、関係機関等との連携・協働に

よる「チームとしての学校」の体制づく

りを進めています

• 学校、家庭、地域が相互に協力し、関係機関と連

携した、チームとして学校を支援する体制の強化

• 段階的に部活動改革を行う

• 部活動指導員等の地域の人材のより一層の活用



新たな教育大綱の内容⑤

５ 幼児教育の充実と公立幼稚園の果たすべき役割

めざす姿 取 組

• 子どもたち一人一人を丁寧に育み、

保護者の思いを受け止め、多様化す

る幼児教育へのニーズに応えています

• 家庭や地域及び関係機関との連携を図り、ニーズ

に応じたきめ細やかな支援の充実

• 「津市架け橋プログラム」を推進するための公私立

幼稚園等への訪問支援等の充実

• 地域の幼児教育のリーダーとなって、

幼児教育を小学校教育につなげる役

割を果たしています

• すべての小学校区において「津市架け橋期カリキュ

ラム」に基づいた、教育課程の接続に向けた取組の

推進

• 生涯にわたる人格形成の基礎が育まれる幼児教育

の重要性等の積極的な発信



問い合わせ

教育委員会事務局
教育総務課企画管理担当

〒514-0035 津市西丸之内37番8号
ＴＥＬ：059-229-3292
ＦＡＸ：059-229-3332
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